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平成 30年賀詞交歓会実行委員会 委員長 久住博隆 

 

 

平成 30 年 1 月 20 日（土）、ベストウエスタンレンブランドホテル東京町田に於いて、東京都行

政書士会町田支部、東京行政書士政治連盟共催で平成 30年新年賀詞交歓会が執り行われました。 

 

 

当日は石阪丈一町田市長・吉田つとむ町田市議会議長を始め多くの御来賓にご参会いただきまし

た。また、今回は支部会員同士の懇親を深めると言う目的で、2 部制にし、2 部は同会場で会員の

みの参加とした結果、御来賓を上回る多数の会員にご参会をいただきました。2部では新入会員の 

ご挨拶や普段なかなかお話を聞く機会の少ない大先輩の先生方にお話をいただくなど、会員のみで

行われる良さも活かした内容で、非常に充実した時間を過しました。楽しい時間はあっという間に

過ぎ、最後にスペシャルゲストの日本行政書士連合会公式キャラクターのユキマサ君も交え記念撮

影をし、平成 30年新年賀詞交歓会は盛会裏に終了いたしました。 

Vol.4  
行政まちだ２０１７ 



 

                     町田支部広報              2018 年 3 月 

 

 

 

 

 

暴力団等排除対策委員会委員 大塚靖夫 

 

 

町田警察署（岩下悦男署長）は、1

月 6日同署 5階の同署において「武道

始式」を開催しました。「武道始式」

は、管内地域の治安維持のために同署

員が日夜訓練した成果を地域の市民の

皆様に披露するため、開催される年頭

の恒例行事です。 

 町田支部から久住支部長、鈴木副支

部長、大石本会暴排役員と 4名で参加

しました。来賓には町田市長、町田市

議会議長、町田警察署防犯協会長、同

交通安全協会長等多数の地域団体の参

加があり、式は厳粛かつ厳かに挙行さ

れました。 

 

 また、式後に開催された懇親会においては、協力団体の役員の方々と名刺交換をして親交を

深めるなど支部のアピールに努めました。 

 

 岩下所長は冒頭の訓示で「昨年の町田署轄内は、地域で連携した町ぐるみの対策が功を奏

し、交通事故発生件数、刑法犯認知数ともに減少となったが、振り込め詐欺なでの特殊犯罪は

認知件数と被害額が急増している。今後は官民一体となり、より一層の犯罪抑止・検挙対策を

推進していく。また、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けた諸対策を推進し、

テロ等の対策を万全に、どこよりも安心・安全の町を目指したい。本日は署員として、日々の

稽古で培った力を発揮するように、気迫に溢れた試合を披露して欲しい」と署員に訓示、管内

の治安維持に向けてその意気込みを強調された。 

 

 試合及び演舞 

１．署員による柔道高点試合・剣道試合 

２．同警察署道場に通う小中学生による柔道・剣道の紅白試合 

３．同署員による合気道演武 

４．警視庁柔道助教による「投げの型」 

５．警視庁剣道助教による軽視流木立形 

 

 

・・・最後に・・・ 

日頃の業務を行うにあたっては、健康が何よりです。柔道・剣道を始めたいと思う先生、あ

るいはお子様がやりたいと思っていらっしゃる先生方、希望者は暴排担当に連絡を下さい。 

（大塚：090-2762-6054） 

 

 

町田警察署「武道始式」を開催 

＝地域の安全・安心を守るため＝ 
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横山祥二          

 

本年度も、小学校では３学期にあたる２月に、南第三小学校と鶴間小学校で法教育授業を行いま

した。南第三小学校は２月２日（金）

の２限時（４５分）、鶴間小学校は、

２月１０日（土）の１限～２限（９

０分）でした。題材は町田の法教育

の礎となっている「ペットボトルの

ラベルの秘密(ペットボトルのラベ

ルに関する法律）」。 

 

 

 私は、去年に引き続き南第三小学

校を担当しました。６年２組。６年

１組は礒野会員。鶴間小学校の講師

は、馬場会員、久住支部長、渥美副

支部長が担当されました。  

  

 

 

 

南三小の授業日２月２日は何

と前日からの雪。足元のおぼつ

か無い中、町田支部会員は向か

いました。が、児童達は積雪で

かえってテンションが上がって

います。私の、そして私の息子

達の小学校時代を思い出し、子

ども達の変わらぬ無邪気さに嬉

しくなりました。 

  

 

 

「皆さんはペットボトルの飲

み物を作る会社の人です。こん

な飲み物があったらいいなと思

う商品をアピールするようなラ

ベルを描いてきてください。」という宿題は、大人では思いつかない子ども達の自由な発想に満ち

ていました。授業前半の児童達の発表は、独創的で個性に溢れ沢山の笑いに包まれました。  

 

 

  

 

法教育の現場便り 
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そのラベルの中にも法律が介在している事を知らない子ども達は、次に自由に作成した自分達の

ラベルと市販されているペットボトルのラベルを見比べる事で、原材料表示の共通性、食品表示法

という法律がある事、リサイクルマークも法律に基づいている事、法律を守る事で自分達の生命、

健康、環境が守られている事を実感していきます。そして法律には、まずはじめに目的が必ずある

事を学びます。 

 

 

 このプログラムは寺田会員、生駒会員がご尽力された町田支部オリジナルのプログラムです、導

入からゴールまで、児童を飽きさせず法律を身近に感じさせる事の出来る構成になっており、誇れ

る秀逸なプログラムである事を再認識しました。 

 

 

「日本の法律の数は、だいたいいくつでしょうか？」と問いかけ、「法律だけで約２０００。条

例など含めるともっともっとあります。」と答えると、雪の日のテンションもあってか、クラス中

が「え～～！」と、沸き立ち、子ども達にとっては未だ縁遠い「法律」を知って貰う糸口として、

彼らの将来に何らかの布石が打てたように思いました。 

 

 

 

 

 また、今回が４回目となる鶴間小で授業

を担当された馬場会員の話では、冒頭にい

つも聞く「行政書士って知っています

か？」との質問にいつもはシーンとなると

ころ、初めて女の子がすっと手をあげ、「お

兄ちゃんが目指しています！」との発言。 

 

 

お兄ちゃんは現在中学校３年生で鶴間

小出身。遡れば３年前、初めて法教育の授

業を受けた児童だそうです。３年前のひと

つの授業がきっかけで、行政書士を目指し

てくれたとすれば、「私たちの撒いた種が

ほんの少しだけ芽を出した瞬間を感じ

た。」という事でした。 

 

 

 継続すべきかけがえのない事業だと思いました。                   
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字引 健 

 

平成 30年 2月 2日、町田市立南第三小学校にて「法教育」に参加させていただきました。 

授業は、小学生に法律の基本的な意味を理解していただき、法律やルールは人間を縛ることが目的

ではなく、守ることが目的という内容で締めくくられ、聴いていた私も感心させられるものでした。 

 

 

今回の内容は「きまりがあるのは何のため？「ペットボトルのラベル」の秘密」です。 

 

 

食品表示法をもとに、目的と基準、違反に対

する罰則という流れをわかりやすく説明して

いました。 

 

私が最初に感じたことは、食品表示法の目

的が「国民の健康の保護」にあり、以下の基準

も罰則も「日本国民保護」が目的として第一に

挙げられています。 

そのため、日本で販売されるペットボトルは

全て日本語での表記がされているということ

です。 

 

  「当たり前のこと言うな！」と感じるかも

しれませんが、「全ての人の健康保護」となっ

ていた場合、最低でも英語表記は必要になる

でしょう。 

国際化が叫ばれる近年、まだまだ、日本の法律

は足元を大切にする考え方があることに安心

しました。 

 

次に感じたことは、私達の頃の小学生(昭和

63 年前後)と今の小学生は大して変わってい

ないということです。 

 

学級崩壊が問題視されている昨今において、小学校でプロの教員以外が授業を行なって大丈夫な

のかという心配がありました。しかし、授業を聞いている児童は以外と大人しく、先生の言い付け

をキチンと守る子供たちばかりでした。班ごとの作業をする際に、机の移動をさせる手際の良さを

思うと、学級崩壊はごく一部の問題なのだと実感しました。実は今回の法教育に参加させていただ

いた本当の理由も、今の小学生や学校の現状を肌で確認したいという思いからでした。 

 

私は子供もいないため、授業参観などの経験はありません。そのため、今回の経験は貴重でした。

今回の授業で我々の未来を託す子供達は、少なくとも自分達の子供の頃の感覚と同じように捉えて

よいと判り、安心しました。 
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町田支部 引っ越しました 
 

 

 

 

 

新住所 

 

〒194-0021 

 

町田市中町 1-21-10  

中町ハイツ 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

会費納入のお願い 
 

 

日頃より支部運営にご理解を賜り心より御礼申し上げます。 

平成 29 年度の支部会費 6,000 円（年額）を未だお納めいただいていない会員の方は、大変恐縮で

すが、早急に下記の口座までお振込みくださいますようよろしくお願いいたします。 

 

ゆうちょ銀行 

記号 １００９０ 番号 ５７９９３７９１ 

東京都行政書士会町田支部 

 

他行からの振り込み 

 

ゆうちょ銀行 

００８支店  普通 口座番号 ５７９９３７９ 

東京都行政書士会町田支部  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

お知らせ             

 

http://01.gatag.net/page/438/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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研修担当 中移庸介 
 

3月と 4月に連続して最近注目されている「家族信託」についての研修会を行ないます。 

家族信託は今後遺言書作成の相談や成年後見の相談等、広く業務に必要な知識になると思われます

ので、この機会に受講される事をお勧めいたします。 

 

3月 29日（木） 18：20（受付 18：10）～20：30 

        会場 ぽっぽ町田地下会議室 1・2 

家族信託基礎編：家族信託の仕組み、成年後見制度との比較等。 

4月 26日（木） 18：20（受付 18：10）～20：30 

会場 ぽっぽ町田地下会議室 1・2         

家族信託実務編：最近注目されている家族信託の実務について講師の実務経験に

基づいた解説を行ないます。 

 

講師   中溝 恒士氏 町田支部会員、司法書士。 

受講料  3月、4月とも町田支部会員は無料。 

定員   3月、4月とも先着 70人。 

申込締切 3月研修 3月 23日。 

     4月研修 4月 23日。 

 

お申込みは 3月、4月それぞれ別に御願いいたします。 

 

3月、4月とも研修終了後懇親会を予定しております。（実費負担を御願いします。） 

定員  3月、4月とも先着 20人。 
 

 
 

 

 

 

 

 

日 程 ： 2018年 4月 21日（土）     

 

時 間 ： 14：30 ～ 17：00 

 

場 所 ： 町田市文化交流センター 5階けやき西 

 

詳細は後日お知らせ致します。（総会終了後懇親会あり） 

 

今後の予定 

町田支部研修のお知らせ 

 

 

平成 30 年度東京都行政書士会町田支部定時総会 

平成 30年度東京行政書士政治連盟町田支部定時大会 
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万能のツボ合谷。 

 

手の甲の親指と人差し指の骨の分かれ目、人差し指側にある

ツボです。 

 

合谷に親指をあて、やや強めに押しもんでみましょう。 

 

左右それぞれ 30 回程度押してはもみを繰り返します。 

 

首コリ、肩コリ、手のしびれなどに効果があると言われてい

ます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 行政まちだ / 東京都行政書士会町田支部 

 

発行人   東京都行政書士会町田支部長 久住 博隆 

編集人   吉田 美紀 ・ 横山 祥二 

発行日   平成 30 年 3 月 5 日 

今日のツボ  

会員の皆様の貴重なご意見、ご要望をお聞かせください。 
 

Kusumi.office@gmail.com   070-6997-6036          東京都行政書士会町田支部 支部長 久住 博隆 


